
【参考資料】 

湯河原町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の一 

部を改正する規則新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（

平成９年法律第123号。以下「法

」という。）及び介護保険法施行

規則（平成11年厚生省令第36号。

以下「施行規則」という。）に定

めるもののほか、指定地域密着型

サービス事業所、指定地域密着型

介護予防サービス事業所及び指定

介護予防支援事業所（以下「指定

地域密着型サービス事業所等」と

いう。）の指定等に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（指定の申請） 

第２条 法第78条の２第１項、第11 

5条の12第１項及び第115条の22第

１項の規定による申請は、指定地

域密着型サービス事業所等指定申

請書（様式第１号）により行うも

のとする。 

 

 

 

 

２ （略） 

（変更の届出等） 

第３条 法第78条の５第１項、第11 

5条の15第１項及び第115条の25第

１項の規定による届出は、施行規

則第131条の13第１項、第140条の

30第１項及び第140条の37第１項

に掲げる事項の変更に係るものに

あっては指定地域密着型サービス

事業所等変更届出書（様式第２号

）により、休止した事業の再開に

係るものにあっては指定地域密着

型サービス事業所等再開届出書（

様式第３号）により、それぞれ行

うものとする。 

２ 法第78条の５第２項、第115条

（趣旨） 

第１条 この規則は、指定地域密着

型サービス事業所、指定地域密着

型介護予防サービス事業所及び指

定介護予防支援事業所（以下「指

定地域密着型サービス事業所等」

という。）の指定等に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

（指定の申請） 

第２条 介護保険法（平成９年法律

第123号。以下「法」という。）

第78条の２第１項、第115条の12

第１項及び第115条の22第１項の

規定による申請は、介護保険法施

行規則の規定に基づき厚生労働大

臣が定める様式（令和５年厚生労

働省告示第331号。以下「様式告

示」という。）別紙様式第２号（

一）により行うものとする。 

２ （略） 

（変更の届出等） 

第３条 法第78条の５第１項、第11 

5条の15第１項及び第115条の25第

１項の規定による届出は、介護保

険法施行規則（平成11年厚生省令

第36号。以下「施行規則」という

。）第131条の13第１項、第140条

の30第１項及び第140条の37第１

項に掲げる事項の変更に係るもの

にあっては様式告示別紙様式第２

号（四）により、休止した事業の

再開に係るものにあっては様式告

示別紙様式第２号（五）により、

それぞれ行うものとする。 

２ 法第78条の５第２項、第115条
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の15第２項及び第115条の25第２

項の規定による届出は、指定地域

密着型サービス事業所等廃止・休

止届出書（様式第３号の２）によ

り行うものとする。 

（指定の更新） 

第４条 法第78条の12、第115条の

21及び第115条の31において準用

する法第70条の２の規定による申

請は、指定地域密着型サービス事

業所等指定更新申請書（様式第４

号）により行うものとする。 

（指定の辞退） 

第５条 法第78条の８の規定による

指定の辞退は、指定地域密着型サ

ービス事業所等指定辞退届出書（

様式第５号）により行うものとす

る。 

様式第１号 

 

 

の15第２項及び第115条の25第２

項の規定による届出は、様式告示

別紙様式第２号（三）により行う

ものとする。 

 

（指定の更新） 

第４条 法第78条の12、第115条の

21及び第115条の31において準用

する法第70条の２の規定による申

請は、様式告示別紙様式第２号（

二）により行うものとする。 

 

（指定の辞退） 

第５条 法第78条の８の規定による

指定の辞退は、様式告示別紙様式

第２号（六）により行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第２号 

 

様式第３号 

 

 

様式第３号の２ 
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様式第４号 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日

から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出さ

れているこの規則による改正前の

様式により使用されている書類は

、この規則による改正後の様式に

よるものとみなす。 
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